
●電力調達契約に関する質問及び回答

2023/6/12更新
Ｎｏ 質問日 公表日 質問事項 回答

1 6/1 6/12
入札対象施設の現提供者を教えてください（切替時に必要となります）。
最終保障契約の場合、その旨お知らせいただけますか。
別途必要書類の提出が必要となる場合がありますのでご了承いただけますか。

Aを除く入札対象施設の現提供者：北海道電力ネットワー
ク（最終保証契約）
　A:平岸水力発電所：北海道電力
別途必要書類の提出：了承します。

2 6/1 6/12
初めて旧一般電気事業者から新電力に切替する施設がありますか。
また、自動検針装置（スマートメーター）の設置の有無を教えてください。

平岸水力発電所が該当します。スマートメーター設置済
みです。

3 6/1 6/12
現供給の計量日が１日以外の場合、弊社に切り替わった際は「１日」に変更と
なりますのでご容赦ください。

了承します

4 6/1 6/12
計量日はご使用期間末日の翌日0：00となりますのでご了承いただけますか。
（例：使用期間が3/1～3/31の場合、計量日は4/1　0：00）

了承します

5 6/1 6/12 蓄熱割引等の適用ができませんがご了承いただけますか。 了承します

6 6/1 6/12
請求時の電気料金の計算方法は基本料金、電力量料金、燃料費調整額それぞれ
銭未満四捨五入とし、それらの合計した金額を円未満切り捨てとなりますがよ
ろしいですか。

了承します

7 6/1 6/12

１施設の電気料金のお支払いが複数からなることはございますか（例：庁舎〇
〇円、売店〇〇円等）。
ある場合は、分割後の支払金額を弊社に通知いただきます。
また、分割後の請求書の発行はできませんがよろしいでしょうか。

当該案件において、１施設の電気料金の支払いが複数か
らなることは、ございません。
分割請求書の発行は必要ございません。

8 6/1 6/12
契約締結後、契約書に記載がない事柄で弊社が協議を申し出た場合、応じてい
ただけますか。

契約書第21条「雑則」第２項によります。

9 6/1 6/12
地域の旧一般電気事業者において、燃料費調整単価の算定方法の見直しが行わ
れた場合、弊社においても同様に見直しを行う可能性がありますが応じていた
だけますか。

契約書第１２条「事情変更」第３項に記載がございます。

10 6/1 6/12
地域の旧一般電気事業者が料金を改定した場合や、市場価格の変動又は経済状
況等の変動があった場合は、協議の上、契約単価等の変更は可能ですか。

原則として変更できません。
変更となりえる場合は、契約条件が著しく不適当となっ
た場合であり、発注者と受注者の協議が必要です。
契約書第１２条「事情変更」をご参照ください。

11 6/1 6/12
契約期間中及び契約期間満了時に施設の閉鎖や移転等により電力を供給停止す
る施設がある場合、別途書面にて申し込みを頂かなければ対応できませんので
ご容赦いただけますか。

了承します

12 6/1 6/12
供給開始から１年未満で電力を供給停止する施設がある場合、臨時清算の対象
となりますのでご了承ください。

了承します

13 6/1 6/12
弊社が落札した際、契約保証金免除のための実績等書類は落札後の提出でよろ
しいでしょうか。

落札後の提出となります。

14 6/1 6/12

電子システムにより「契約単価積算内訳書」を提出する際、内訳書はPDFで添
付するということでよろしいでしょうか。
また、その際、内訳書への会社名・代表者名の記入、及び代表者印押印は不要
という認識でよろしいでしょうか。

「PDFファイル」もしくはダウンロード時の「docxファイ
ル」のままでも構いません。
内訳書への会社名・代表者名の記入、及び代表者印押印
は不要です。

15 6/1 6/12
様式３「契約書」第１７条２に「施設ごとの電力切替予定日（供給開始日）を
文書にて報告する」とありますが、メールによる報告でよろしいでしょうか。

書面にて通知してください。

16 6/1 6/12

入札説明書３（５）に、「入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当す
る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額
を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とする」との記載があります。
ご指定の端数処理の関係上、落札金額（「契約単価積算内訳書　D欄」入札金
額に10％相当額を加算した額）と同内訳書C欄の合計額に誤差が生じますが、
問題はございませんでしょうか。

問題ございません。

対象案件 水道局西野浄水場他、指定施設において使用する電力（高圧電力Ⅰ型（一般））


